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○ 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直しを行う。
【省令改正、告示改正】

概要

単位数

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

＜運営基準（省令）＞
○ （現行）栄養士を１以上配置 → （改定後）栄養士又は管理栄養士を１以上配置。
○ 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活

を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。（３年の経過措置
期間を設ける）

＜栄養マネジメント強化加算＞
○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を行っている場合は70）で

除して得た数以上配置すること
○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事

の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること
○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的

な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
＜経口維持加算＞

○ 原則６月とする算定期間の要件を廃止する

基準・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養マネジメント加算 14単位／日 ⇒ 廃止

栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位／日減算（新設）
（３年の経過措置期間を設ける）

なし ⇒ 栄養マネジメント強化加算 11単位／日（新設）
低栄養リスク改善加算 300単位／月 ⇒ 廃止
経口維持加算 400単位／月 ⇒ 変更なし

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（一部除く）、介護医療院】
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施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

入所定員が１００人以上の施設においては常勤職員を１以上配置すること。ただし、同一敷地内にある
病院等の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理に支障がない場合には、兼務職員をもっ
て充てても差し支えないこと。

なお、１００人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであること。
また、サテライト型小規模介護老人保健施設と一体として運営される本体施設（介護老人保健施設,療

養床数１００以上の介護医療院及び病床数１００以上の病院に限る。）又は医療機関併設型小規模介護
老人保健施設の併設介護医療院又は病院若しくは診療所に配置されている栄養士又は管理栄養士に
よる栄養管理が、当該本体施設及びサテライト型小規模介護老人保健施設等の入所者に適切に行わ
れると認められるときは、これを置かないことができる。

６ 栄養士又は管理栄養士（第２ 人員に関する基準（基準省令第２条））
解釈通知（老企第44号）
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施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

１６ 栄養管理（第４ 運営に関する基準） 【新設】

基準省令第１７条の２は、介護老人保健施設の入所者に対する栄養管理について、令和３年度より栄養マネジメ
ント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状
態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は
管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。
栄養管理について、以下の手順により行うこととする。

イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他
の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。
栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する
内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる
ものとすること。

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に
記録すること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の

実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老認発
0316 第３号、老老発 0316 第２号）第４において示しているので、参考とされたい。

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の
一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第８条において、３年
間の経過措置を設けており、令和６年３月 ３１ 日までの間は、努力義務とされている。

解釈通知（老企第44号）

介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができる
よう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

第１７条の２ （栄養管理） 【新設】 基準省令（第40号）



4

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

（９） 栄養管理に係る減算について

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護老人保健施設基準第２条に定める栄養
士又は管理栄養士の員数若しくは介護老人保健施設基準第 １７ 条の２（介護老人保健施設基準第５０
条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から
基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算される
こととする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。

留意事項（老企第40号）

５ 栄養管理に係る減算について

栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき１４単位を所定
単位数から減産する。

留意事項（告示第21号）

指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスの注５の厚生労働大臣が定める
基準

介護老人保健施設基準第二条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び介護老
人保健施設基準第十七条の二（介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）に
規定する基準のいずれにも適合していること。

八十九の三 別に厚生労働大臣が定める基準 留意事項（告示第95号）
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ト 栄養マネジメント強化加算 １１単位 LIFE 体制

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健
施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化
加算として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注５を算定している場合は、
算定しない。

告示第21号

九十の二 介護保健施設サービスにおける栄養マネジメント強化加算の基準

イ 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法を
いう。以下この号において同じ。）で、入所者の数を五十で除して得た数以上配置していること。 ただし、
常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を
常勤換算方法で、入所者の数を七十で除して得た数以上配置していること。

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養
士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の
栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好
を踏まえた食事の調整等を実施すること。

ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認めら
れる場合は、早期に対応していること。

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該
情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

告示第95号

（第六十五号の三の規程を準用する。）

別に厚生労働大臣が定める基準
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施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第６５号の３に
掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。

② 大臣基準第６５号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりと
する。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含む
ことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄養士が、
給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加えて、
管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を７０で除して得た数以上配置していることを要件とするが、こ
の場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務
管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当すること。

なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げ
るものではない。

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することに
よって算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配
置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員
数が減少しなかったものとみなすこととする。

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終
わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。こ
の場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。こ
の平均入所者の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。

（２３） 栄養マネジメント強化加算について LIFE 体制
留意事項（老企第40号）

（５の（24）を準用する。）
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③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔
管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第４に基づき行う
こと。ただし、低栄養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法
以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行う
こと。

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が
共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の
際に特に確認すべき点等を示すこと。

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取量、
摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法
等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、必
要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合
は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果については、
管理栄養士に報告すること。

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支えない。
ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に

応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。
ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が

退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場
合は、入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コー
ド）、食事上の留意事項等）を入所先（入院先）に提供すること。

（２３） 栄養マネジメント強化加算について LIFE 体制 留意事項（老企第40号）
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⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて食
事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケ
ア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。

⑥ 大臣基準第６５ 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす
る。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基
本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図
るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成
（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該
計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適
宜活用されるものである。

（２３） 栄養マネジメント強化加算について LIFE 体制 留意事項（老企第40号）
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リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に
関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いての「別紙様式４－１（栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメン
ト・モニタリング（施設）（様式例）」の項目

※経口移行加算と経口維持加算で使用していた、H30年3月22日付

発 「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理
手順例及び様式例の提示について」の別紙様式３（経口移行・経口
維持計画（様式例）は廃止された。


